
 

新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、建築士法においては押印の廃止な

ど手続の見直しがなされたところです。これを踏まえ、県ではこのたび建築士法第 23 条の

6 の規定による建築士事務所の設計等業務報告書(※)について、電子申請を導入しました。 

※ 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、事務所登録をした都道府県知事に提出する 
ことが義務付けられています。業務実績が「なし」の場合も提出が必要です。 

 

■ 県建築指導課HPで電子申請の入口「やまぐち電子申請サービス」を案内しています 

URL  https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/shihou/gyoumuhoukoku.html 

 

■ 電子申請の方法 

① 県 HP「やまぐち電子申請サービス」又は県建築指導課 HP にて 

様式（県指定、エクセル）を入手し、報告書を作成 

② 「やまぐち電子申請サービス」にて 

必要事項（提出日、登録番号、メールアドレス）を入力後、報告書を添付し送信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 山口県建築指導課指導班：TEL 083-933-3835 

 

ここをクリック 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18800/shihou/gyoumuhoukoku.html

